
法人取引口座申込書の記入例
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届出いただく日付を記入します。

届出日1

法人名、代表者様の氏名・役職名・国
籍を記入します。
※法人名、代表者役職名は履歴事項全部証
明書と同じ内容を記入ください。

法人名・代表者氏名・国籍2

「商業登記簿謄本（履歴事項全部証明
書）」に記載の所在地と同一であること
をご確認のうえ、漏れなく記入します。
建物名、階数まで記入ください。

所在地3

※ゆうちょ銀行以外は、7桁の口座番号を記
入ください。
※口座番号が7桁未満の場合は、先頭に「０
（ゼロ）」をつけて記入ください。

当社からの出金の際の振込先金融機関
（お申込み法人名義）を指定ください。

振込先指定預貯金口座4

※代表社員（実印）は印鑑証明書と同一の印
鑑であることを確認ください。

記載事項を確認のうえ、代表者印（実
印）を捺印ください。

取引責任者選任5

※スタンプ印不可
取引に使用する印鑑を捺印ください。

取引使用印（届出印）6

※「ご投資経験」は、取引責任者ご自身では
なくお申込みの法人について記入ください。
※全項目、日本証券業協会の規則によりお客
さまに確認させていただく事項です。

該当する項目それぞれひとつを　して
ください。

ご投資経験7

財務状況、決算日等および該当する項目それぞれひとつを　してください。
※財務状況の記入漏れにご注意ください。決算未到来分は現在の状況を記入ください。
※全項目、日本証券業協会の規則によりお客さまに確認させていただく事項です。

確認事項8

内部者に該当する場合は必ず、会社名を正確に記入ください。
なお、日本証券業協会の「内部者情報システム」との照合の結果、内部者に該当することが判明した場合は、
当社判断で当該銘柄のお届けがあったものとして取り扱います。

内部者登録12

P.25「実質的支配者の確認方法」を参
照の上、該当するすべての方について
記入ください。

実質的支配者情報10

※実質的支配者が複数の場合は、自然人ま
でさかのぼった個人の方の登録をお願いし
ます。

重要な公的地位の方とは、以下に該当
する方をいいます。
（1）外国の元首および過去外国元首で
あった者

（2）外国政府等で重要な地位を占める
ものとして以下に該当する者および
過去に当該地位であった者
・我が国における内閣総理大臣その
他の国務大臣及び副大臣に相当
する職位
・我が国における衆議院議長、衆議
院副議長、参議院議長または参議
院副議長に相当する職位
・我が国における最高裁判所の裁判
官に相当する職位
・我が国における特命全権大使、特
命全権公使、特派大使、政府代表
または全権委員に相当する職位
・我が国における総合幕僚長、総合
幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚
副長、海上幕僚長、海上幕僚副
長、航空幕僚長または航空幕僚副
長に相当する職位
・中央銀行の役員
・予算について国会の決議を経、ま
たは承認を受けなければならない
相人の役員（我が国における沖縄
復興開発金融公庫等の政府系金
融機関等のような、外国において
公共性と信用力を有する法人が想
定される）

（3）（1）および（2）の家族（配偶者※、父
母、実子および兄弟姉妹、配偶者の
父母または実子以外の子等）
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚
姻関係にあるものを含む。

（4）（1）～（3）が実質的支配者である法人

外国政府等の重要な公的地位の方11
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法人取引口座申込書は口座開設を申込いただくための書面です。基本情報や取引責任者の情報、実質的支配者の
情報等を記入いただきます。

代表者が取引責任者になる場合でも、
取引責任者の氏名・住所・連絡先電話
番号・メールアドレス等をすべて記入く
ださい。

取引責任者情報9

※住所は、取引責任者様の本人確認書類と
同じ内容を記入ください。
※連絡先電話番号は、勤務先のものを記入
ください。所属部署直通の電話番号がある
場合は、直通番号を記入ください。
※該当がない場合はなしにチェックしてくだ
さい。



1
記入不要です。
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記入不要です。

記入不要です。

5

FATCAに該当する場合

19 20

FATCAに該当しない場合

外国口座租税コンプライアンス法（FATCA）に係る申請書および  同意書の記入例

FATCAとは、外国口座租税コンプライアンス法といい、米国の租税法の略称です。証券口座等を開設する際や
米国への転居をされる際などに米国の納税義務者（米国人等）であるかを確認のため提出いただく書類です。
本書面を提出いただけない場合、日米当局の求めにより口座開設いただけません。

※記入漏れがないかご確認ください。
※署名欄は必ず取引責任者様のお名前を記
入ください。
※スタンプ等不可

届出の内容を確認いただき、記入日と
取引責任者の直筆にて取引責任者様
のお名前を署名ください。

内容の確認6

届出いただく日付を記入します。

届出日1

届出いただく時点の法人名、代表者
名、所在地を記入します。
※法人名は履歴事項全部証明書と同じ内容
で記入ください。

現在の届出内容2

届出印は「法人取引申込書（顧客カー
ド）」の取引使用印欄に捺印した印鑑
と同一のものを捺印ください。

届出印3

※スタンプ印不可

赤枠内のいずれかひとつを選択くださ
い。実質的支配者に該当するかは、
P.25「実質的支配者の確認方法」を参
照ください。
赤枠内の選択で※１、※２がついてい
る以下の項目に該当するお客さまは
⑤「米国租税者番号及び外国口座税務
同意について」もあわせて確認・記入
ください。
・特定米国人
・FATCA不参加金融機関
・実質的支配者が米国市民（米国籍保
有者）又は米国居住者である

お客様属性を選択4

※米国で設立された法人ではなく、金融機関
に該当しない場合は「c.一般法人等」から選
択ください。

「c.一般法人等」の場合、「本業で投資等をお
こなわない法人等」に該当するケースが多い
です。ご確認ください。

Point！

法人名称（Name）、法人住所（Adress）
については、英字・ブロック体大文字で
記入ください。

記入日と取引責任者の直筆にて取引責
任者様のお名前を署名ください。

同意について5

※米国納税者番号を有していない場合は、
同番号記入欄への記入は不要です。
※署名欄は必ず取引責任者様のお名前を記
入ください。
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特定取引を行う者の届出書の記入例 P.26「特定法人該当性の確認方法」とあわせてご確認ください

英語表記（Name／Adress）について
は、英字・ブロック体大文字で記入く
ださい。

居住地国情報7

※米国納税者番号を有していない場合は、
同番号記入欄への記入は不要です。

P.25「実質的支配者の確認方法」を参
照の上、該当するすべての方について
記入ください。

実質的支配者8

※実質的支配者が複数の場合は、自然人ま
でさかのぼった個人の方の登録をお願いし
ます。

「②日本国のみ以外」を選択した場合
は記入が必要です。
英語表記（Name／Adress）について
は、英字・ブロック体大文字で記入く
ださい。

実質的支配者（居住地国／納税地国）9

※米国納税者番号を有していない場合は、
同番号記入欄への記入は不要です。

特定取引を行う者に該当しない場合 特定取引を行う者に該当する場合

届出いただく日付を記入します。

届出日1

届出いただく時点の法人名、代表者
名、所在地を記入します。
※法人名は履歴事項全部証明書と同じ内容
で記入ください。

現在の届出内容2

届出印は「法人取引申込書（顧客カー
ド）」の取引使用印欄に捺印した印鑑
と同一のものを捺印ください。

届出印3

※スタンプ印不可

届出区分は「新規」を選択ください。

届出区分5

届出の内容を確認いただき、記入日と
取引責任者の直筆にて取引責任者様
のお名前を署名ください。

取引責任者の署名4

※署名欄は必ず取引責任者様のお名前を記
入ください。
※スタンプ等不可

居住地国（納税地国）区分：「②日本国
のみ以外」を選択した場合は、「2.居住地
国情報」も記入ください。
特定法人への該当性：P.26「特定法人該
当性の確認方法」を参照ください。「該
当する」場合は、裏面「3.実質的支配
者」も記入ください。（⑧参照）
上場法人への該当性：該当する場合
は、「該当する」を選択の上、該当する
項目いずれかひとつを　してください。

内容の確認6

1
2

6

7

4

3

5

特定取引を行う者の届出書は実特法（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税の特例等に関
する法律）に基づき提出をお願いしております。実特法は国際的な脱税や租税回避を防止するための法律であ
り、金融機関が顧客の口座情報を収集し、税務当局に報告することを義務づけています。金融機関では提出い
ただいた内容に基づき、年に一度、税務当局に報告しています。
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法人番号通知届出書の記入例 日米租税条約表明文書の記入例

届出いただく日付を記入します。

届出日1

届出いただく時点の法人名、代表者
名、所在地を記入します。
※法人名は履歴事項全部証明書と同じ内容
で記入ください。

現在の届出内容2

届出印は「法人取引申込書（顧客カー
ド）」の取引使用印欄に捺印した印鑑
と同一のものを捺印ください。

届出印3

※スタンプ印不可

法人番号指定通知書（発行日から6カ
月以内）をご提出いただく場合は、法
人確認書類は不要です。
上記以外をご提出いただく場合は、法
人確認書類のご提出も必要となります
のでご注意ください。

提出書類

1
2 3

届出いただく時点の法人名、代表者
名、所在地を記入します。

現在の届出内容2

※法人名は履歴事項全部証明書と同じ内容
で記入ください。

届出いただく日付を記入します。

届出日1

届出印は「法人取引申込書（顧客カー
ド）」の取引使用印欄に捺印した印鑑
と同一のものを捺印ください。

届出印3

※スタンプ印不可

ア～キの該当する項目いずれかひとつ
を選択ください。

法人属性について4

・上場企業の場合
　⇒「エ」のみをチェック
・非上場企業の場合
　⇒個人オーナー様が当該法人の株式（議  

　　決権）を50％以上保有されている場合
　　は、「カ」および「i.個人」にチェック
　⇒個人オーナー様が当該法人の株式（議
　　決権）を50％未満保有されている場合、
　　「キ」のみチェック

Point！

支配・浸食テストは、法人の保
有者と当該法人が税法上控除
される経費として日米以外の
国に支払いを行っているか否
かを確認するテストです。

所有権テスト、基礎浸食
テストとは

2

4

1

3

法人番号通知届出書とは法人のお客さまが法人番号登録を届け出るための書面です。口座開設時には法人番号
の提出をお願いしております。

日米租税条約表明文書は法人のお客さまが米国株式を取引する際に提出が必要な書面です。この書面は米国株
式の配当金の源泉税を軽減するために使用されます。通常米国では非居住者の配当等は30％の源泉税となりま
すが、本書面を提出いただくことで源泉税を10％に軽減することができます。当社では口座開設時にすべての法
人のお客さまに提出いただいています。
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実質的支配者の確認方法 特定法人該当性の確認方法

特定法人該当性の確認フローチャート実質的支配者確認フローチャート
新規に法人口座を開設いただく場合は、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人の
方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
「実質的支配者」は、議決権等の25％超を直接的または間接的に保有（※1）する等、法人の客様の事業活動に支配的
な影響を有すると認められる個人の方が該当します。（※2）具体的には、以下の方が該当します。

「特定法人」に該当する場合は、その法人の「実質的支配者」に係る居住地国等について届出いただく必要がご
ざいます。

特定法人に該当します
P.22へ

特定法人に該当しません
P.21へ

【実質的支配者が直接的または間接的に25％超の議決権を保有する例】
※間接保持として計算に含めるのは、議決権を50％超保持している場合に限ります。

実質的支配者Aさんは
・B社の議決権を51％直接保有
・B社を通じてC社の議決権を30％を間接保有

〈ケース1〉

実質的支配者Aさんは法人B社を通じて間接的に法人C社の議決権を
30％保有しており、AさんはC社の実質的支配者となります。

実質的支配者Aさん

法人B社

法人C社

【議決権51％保有】

【議決権30％保有】

実質的支配者Aさんは
・C社の議決権を20％、B社の議決権を51％直接保有
・B社を通じてC社の議決権を10％間接保有

〈ケース2〉

実質的支配者Aさんは法人B社を通じた議決権10％と直接的議決権の
20％を合算して30％となるため、Aさんは法人C社の実質的支配者と
なります。

実質的支配者Aさん

法人B社

法人C社

【議決権51％保有】

【議決権20％保有】
【議決権10％保有】

間接保有とは、「議決権の50％超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。
病気等により法人のお客様様を実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務遂行を行うことができない個人の方は実質的
支配者に該当しません。また、実質的支配者に該当する個人には、国、地方公共団体、上場企業とその子会社も含みます。
50％超を保有している方がいる場合、その方以外は実質的支配者に該当しません。
25％超を保有している方が複数いる場合、その全ての方が該当します。

※1
※2

※3
※4

④法人を代表し、その業務を遂行する方（代表取締役等）

③出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいる。
 （大口債権者、会長、創業者等）

はいの場合⇒③に該当する個人の方
いいえの場合

②直接的または間接的に25％を超える
　議決権を保有する方がいる。（※4）

はいの場合⇒②に該当する個人の方

②事業収益・事業財産の25％を超える配分・
　分配を受ける権利を有する方がいる。（※4）

はいの場合⇒②に該当する個人の方

（1）資本多数決法人の場合

株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社　等

（2）資本多数決法人以外の法人の場合

合名会社、合資会社、合同会社、学校法人、一般社団・財団法人、
宗教法人、医療法人、社会福祉法人　等

①直接的または間接的に50％を超える
　議決権を保有する方がいる。（※3）

はいの場合⇒①に該当する個人の方

①事業収益・事業財産の50％を超える配分・
　分配を受ける権利を有する方がいる。（※3）

はいの場合⇒①に該当する個人の方

いいえの場合 いいえの場合

いいえの場合 または

【スタートアップ法人該当性】
法人設立の日以後2年を経過していない法人であって、その事業を開始していないもの（外国の法令に準拠して設立された
一定の者に類する法人を除きます。）に該当しますか？

【口座開設時の直前事業年度の有無】

法人設立後、最初の決算期を迎えていますか？

【事前事業年度の投資関連所得に関する割合】

直前事業年度の次の割合はどのくらいですか？
A：総収入金額のうち「投資関連所得※に係る
　 収入金額の占める割合」
B：総資産額のうち「投資関連所得基因となる
　 資産の割合」

（※）投資関連所得・・・利子・配当・不動産の貸与による所得等

いいえ

いいえ

はい

【法人の種別・形態】
下記①～⑨のいずれかに該当しますか？
①上場法人
②上場法人の関係法人（子会社・孫会社・曾孫会社・兄弟会社）
③国・地方公共団体・日本銀行・国際機関等
④③の法人が全額出資している法人
⑤収益事業を行っていない公共法人及び公益法人等
⑥日本の報告金融機関等
⑦外国の報告金融機関等（外国の法令に準拠して設立された一定の者に類す
　るものを除きます。）
⑧持株会社（子会社の経営管理のみを行うものに限ります。）
⑨グループ内金融会社（主として②の上場法人の関係法人に該当する法人に
　対する出資、融資等を行うことを業務とする法人のことをいいます。）

A、Bのいずれかもしくは
両方とも50％以上

いいえ はい

A、Bともに
50％未満

はい
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